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租税特別措置
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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付	
6月10日

国　税／所得税の予定納税額の通知	
6月15日

国　税／	4月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）	6月30日

国　税／10月決算法人の中間申告	
6月30日

国　税／	7月、10月、1月決算法人
の消費税等の中間申告
（年3回の場合）	 6月30日

地方税／	個人の道府県民税・都民税
及び市町村民税・特別区民
税の納付（第1期分）	
	 市区町村の条例で定める日

労　務／	健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届	

支払後5日以内
労　務／	児童手当現況届（市区町村

役場から通知が届いた場合）
6月30日

　特定の政策目的を実現するため、対象者や期間を限定して設け
られる税負担の軽減措置が「租税特別措置」です。中小法人に対す
る法人税率の軽減措置など適用件数の多い措置もある一方、なか
には政策効果が低いものもあり、内閣官房の租税特別措置・補助
金見直し担当室で、適正化に向けた議論が行われています。



副
業
・
兼
業
の
現
状

「
収
入
を
増
や
し
た
い
」「
１
つ
の

仕
事
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
」「
現

在
の
仕
事
で
必
要
な
能
力
を
向
上
さ

せ
た
い
」
な
ど
の
理
由
で
、
副
業
や

兼
業
を
行
う
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

そ
の
形
態
も
、正
社
員
や
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
会
社

役
員
や
起
業
に
よ
る
自
営
業
主
な

ど
、
様
々
あ
り
ま
す
。
副
業
や
兼
業

に
関
す
る
裁
判
例
で
は
、
労
働
者
が

労
働
時
間
以
外
の
時
間
を
ど
の
よ
う

に
利
用
す
る
か
は
、
基
本
的
に
は
労

働
者
の
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、

企
業
は
副
業
や
兼
業
を
認
め
る
方
向

で
就
業
規
則
な
ど
を
見
直
す
と
い
っ

た
環
境
整
備
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

一
方
で
、
副
業
や
兼
業
を
行
っ
て

い
る
人
は
一
定
の
書
類
の
提
出
や
確

定
申
告
が
必
要
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
、

源
泉
徴
収
事
務
に
関
し
て
も
注
意
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

従
た
る
給
与
に
つ
い
て
の

扶
養
控
除
等
の︵
異
動
︶申
告

は
じ
め
に
、
副
業
・
兼
業
を
行
う

本
人
の
提
出
書
類
か
ら
見
て
い
き
ま

す
。２

か
所
以
上
か
ら
給
与
等
の
支
払

い
を
受
け
る
人
で
、
メ
イ
ン
の
勤
務

先
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
与
（
主
た
る

給
与
）
だ
け
で
は
扶
養
控
除
等
の
人

的
所
得
控
除
が
控
除
し
き
れ
な
い
と

見
込
ま
れ
る
人
が
、
源
泉
控
除
対
象

配
偶
者
や
源
泉
控
除
対
象
親
族
に
つ

い
て
、
副
業
・
兼
業
の
勤
務
先
か
ら

支
給
さ
れ
る
給
与
（
従
た
る
給
与
）

か
ら
控
除
を
受
け
る
場
合
に
行
う
手

続
き
を
、「
従
た
る
給
与
に
つ
い
て

の
扶
養
控
除
等
の（
異
動
）申
告
」と

い
い
ま
す
。

こ
の
手
続
き
の
対
象
者
（
図
１
参

照
）
は
、
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
や

源
泉
控
除
対
象
親
族
に
つ
い
て
従
た

る
給
与
か
ら
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
従
た
る
給
与
の

支
払
者
に
「
従
た
る
給
与
に
つ
い
て

の
扶
養
控
除
等（
異
動
）申
告
書
」を

提
出
し
ま
す
。

源
泉
徴
収
事
務

次
に
、
勤
務
先
が
行
う
源
泉
徴
収

事
務
に
関
し
て
、
注
意
点
を
確
認
し

ま
す
。

副
業
や
兼
業
を
し
て
い
る
社
員
の

税
務
上
の
注
意
点

副
業
や
兼
業
を
希
望
す
る
人
は
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
副
業
や
兼
業
を
行
っ
て
い
る
人
の
所

得
税
・
住
民
税
の
取
り
扱
い
や
、
雇
用
主
と
し
て
の
留
意

点
を
ま
と
め
ま
す
。

図１　「従たる給与についての扶養控除等の（異動）申告」の対象者

①の金額より②の金額が多い人で、従たる給与から扶養親族等とする人

①の金額 ＝
その年中に主たる給与等の支払
者から支払いを受ける給与等の
総額の見積額

－
給与所得控除額とその年中に支
払う社会保険料及び小規模企業
共済等掛金控除額の見積額

②の金額 ＝
その人に適用される源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者（特
別）控除額、扶養控除額、特定親族特別控除額、障害者控除額、寡婦控除額、
ひとり親控除額、勤労学生控除額及び基礎控除額の合計額
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給
与
等
を
支
払
う
と
き
に
源
泉
徴

収
を
す
る
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
額
は
、「
給
与
所
得
の
源

泉
徴
収
税
額
表
（
月
額
表
お
よ
び
日

額
表
）」
ま
た
は
「
賞
与
に
対
す
る
源

泉
徴
収
税
額
の
算
出
率
の
表
」
を
使

っ
て
求
め
ま
す
。
こ
れ
ら
の
表
を「
税

額
表
」と
い
い
ま
す
。

２
か
所
以
上
の
給
与
の
支
払
者
か

ら
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
人
の
給
与

に
対
す
る
源
泉
徴
収
の
方
法
は
、
そ

の
人
に
支
払
う
給
与
が
「
主
た
る
給

与
」
に
な
る
か
、「
従
た
る
給
与
」
に

な
る
か
に
よ
っ
て
異
な
り
、
主
た
る

給
与
を
支
払
う
場
合
の
源
泉
徴
収
税

額
は
税
額
表
の
「
甲
欄
」
で
、
従
た

る
給
与
を
支
払
う
場
合
の
源
泉
徴
収

税
額
は
税
額
表
の
「
乙
欄
」
で
求
め

ま
す
。

な
お
、「
従
た
る
給
与
に
つ
い
て

の
扶
養
控
除
等
申
告
書
」
が
提
出
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
乙
欄
に
記
載
さ

れ
て
い
る
税
額
か
ら
、
申
告
さ
れ
て

い
る
扶
養
親
族
等
の
数
に
応
じ
て
一

定
の
金
額
を
控
除
し
ま
す
。
控
除
す

る
金
額
は
、
扶
養
親
族
等
１
人
に
つ

き
、
月
額
表
に
よ
り
源
泉
徴
収
税
額

を
求
め
る
と
き
は
１
６
１
０
円
を
控

除
し
、
日
額
表
の
場
合
は
50
円
を
控

除
し
ま
す（
図
２
参
照
）。

確
定
申
告

副
業
・
兼
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
、

確
定
申
告
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

【
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て

い
る
場
合
】

給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
て
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源
泉
徴

収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
、
年
末
調

整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金

額
と
、
給
与
所
得
・
退
職
所
得
以
外

の
各
種
の
所
得
金
額
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
定
の

場
合
を
除
き
確
定
申
告
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
給
与
所
得
の
収
入
金
額
の

合
計
額
か
ら
、
雑
損
控
除
・
医
療
費

控
除
・
寄
附
金
控
除
・
基
礎
控
除
以

外
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
金
額
が
１
５
０
万
円
以

下
で
、
か
つ
、
給
与
所
得
・
退
職
所

得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、
申

告
は
不
要
で
す
。

【
給
与
以
外
の
収
入
が
あ
る
場
合
】

副
業
等
に
よ
る
収
入
が
、
給
与
所

得
以
外
の
所
得
に
該
当
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。
給
与
を
１
か
所
か
ら
受

け
て
い
て
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源

泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
、
給

与
所
得
と
退
職
所
得
以
外
の
各
種
の

所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超

え
る
と
き
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

住
民
税
の
特
別
徴
収

一
定
の
年
齢
未
満
の
人
は
、
給
与

所
得
以
外
の
所
得
に
対
す
る
住
民
税

に
つ
い
て
、
徴
収
方
法
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
給
与
か
ら
差
し

引
く
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
は
、
確

定
申
告
書
の
住
民
税
の
徴
収
方
法
の

「
特
別
徴
収
」
欄
に
、
給
与
か
ら
差

し
引
か
な
い
で
別
に
窓
口
等
で
納
付

す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
は
「
自

分
で
納
付
」
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
を

記
入
し
ま
す
。

２
か
所
以
上
の
給
与
所
得
が
あ
る

場
合
、
原
則
は
主
た
る
給
与
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
勤
務
先
で
特
別
徴

収
さ
れ
ま
す
。

税額表の「甲欄」で求める

図２　2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収

税額表の「乙欄」で求める

　　　従たる給与

主たる給与の支払者以外
の支払者が支払う給与

従たる給与についての扶養控除等
申告書の提出がある場合
〈月額表〉　扶養親族等１人につき
　　　　　1,610 円控除
〈日額表〉　扶養親族等１人につき
　　　　　50 円控除

給　与

　　　主たる給与

「給与所得者の扶養控除
等申告書」を提出してい
る人に支払う給与
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係
の
あ
る
者
に
対
し
て
、
接
待
や
供

応
、
慰
安
、
贈
答
な
ど
の
行
為
の
た

め
に
支
出
す
る
費
用
を
、
交
際
費
等

と
い
い
ま
す
。
交
際
費
等
の
額
は
、

法
人
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
そ
の

全
額
が
損
金
不
算
入
（
一
定
の
場
合

は
損
金
算
入
の
特
例
あ
り
）
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
損
金
不
算
入
額
の
計

算
に
当
た
っ
て
は
、
一
定
の
措
置
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

法
人
が
そ
の
得
意
先
に
対
し
て
物

品
を
渡
す
場
合
、
た
と
え
売
上
割
戻

し
等
と
同
様
の
基
準
で
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
物
品
の
交
付

の
た
め
に
要
す
る
費
用
は
、
事
業
用

資
産
ま
た
は
少
額
物
品
を
除
き
、
交

際
費
等
に
該
当
し
ま
す
。

取
引
先
に
贈
答
品
を
贈
答
す
る
と

き
に
運
送
会
社
を
経
由
し
て
引
き
渡

し
た
場
合
、
運
送
費
用
も
贈
答
の
た

め
に
支
出
す
る
も
の
な
の
で
、
贈
答

品
の
購
入
費
用
と
同
様
に
交
際
費
等

に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

贈
答
品
の
送
料

得
意
先
や
仕
入
先
な
ど
事
業
に
関

　会社経営では、売掛金の回収が遅れるこ
とや、過剰に在庫を仕入れることなどで、
帳簿上は黒字であっても一時的に資金が不
足することがあります。資金繰り表を作成
することで、資金不足を早い段階で把握し、
支払時期の調整や融資の検討などの対策を
早めに立てることができます。
　資金繰り表を作成するには、月次試算表
や現金出納帳、預金出納帳といった帳票を
使います。まず月次試算表で毎月の売上や
経費の動きの確認と、将来の入金や支払予
定を予測します。そして、現金出納帳や預
金出納帳で現預金の流れや入金・支払予定
を正しく反映させます。
　資金繰り表は数字の正確さが重要ですの
で、希望に基づく見通しではなく、過去の
実績を基に現実的な数値を設定することが
重要です。月ごとに予測値と実績を比較し、
差が生じた理由を確認するという検証を重
ねることで、将来の予測精度が高まります。

税務の豆知識 
資金繰り表

＜当事務所の業務内容＞
１．会　　計	 ⑴　会計システムのサポート（システム分析、記帳指導、TKC・JDL他 OA指導）

⑵　財務・金融面の指導（資金繰り指導、金融機関の御紹介等）
２．税　　務	 税務代理、税務申告書の作成、税務相談、相続、贈与、事業承継設計
３．FP（ファイナンシャル・プランニング）業務（日本FP協会埼玉支部所属）
４．経営支援	 会社設立、各種規程（就業規則等）の作成、管理会計指導（継続MAS）
５．提 携 先 弁護士（峰岸）、司法書士（森崎）、社会保険労務士（戸田）、土地家屋調査士（片岡）、

不動産鑑定士（鎌倉・岸田）、不動産会社は役割に応じて多種多様あり。
・　建設会社	 積水ハウス、大和ハウス、旭化成、ミサワホーム他
・　保険会社	 大同生命、オリックス生命、日本生命、ジブラルタ生命、NN生命、朝日生命、

あいおいニッセイ同和損保

※　資格者 税理士 7名（顧問含む）、社会保険労務士 1名、行政書士 1名、宅地建物取引士 2名、
税理士科目合格者 4名、不動産コンサルタント 1名、CFP 3 名、AFP 7 名、FP技能士 6名、
生保資格者多数、損保資格者 2名、秘書資格者 2名

（
ス
タ
ッ
フ
）

第１監査班
福島統轄

①財務支援 水落大介
（AFP）

― 辻　　綾
（FP）

― 松本由紀

②　 〃 　 浜崎雄樹
（社会保険労務士）

― 井出さくら ― 若梅映里香

第２監査班
柴崎コーチ
間口MBA

①経営支援 木村隆志
（科目合格者）

― 山田直緒子
（AFP）

― 掛川立夢

②　 〃 　 元橋曉潔
（AFP）

― 大湊康博 ― 馬場宏真

③　 〃 　 廣井里美
（AFP）

― 阪野湧飛 ― 北　一輝

第３監査班
神田・新井顧問

①資産税　 武士俣治
（国税審理官OB）

― 平野朋子
（AFP）

― 島田菜月
（FP）

②　 〃 　 北村実喜
（２班兼任）

― 石津　悟
（CFP・宅建）
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